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教　育　委　員　会

　 教 育 委 員 会 の 所 管 す る 保 存 等 に 係 る 石 川 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関

す る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

　 　 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 日  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 石 川 県 教 育 委 員 会  

石 川 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号  

　 　 　 教 育 委 員 会 の 所 管 す る 保 存 等 に 係 る 石 川 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用

に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 一 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 教 育 委 員 会 の 所 管 す る 条 例 等 に 係 る 保 存 等 を 、 電 磁 的 記 録 を 使 用 し て 行 う 場 合 に つ い て

は 、 他 の 条 例 等 に 特 別 の 定 め の あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条 　 こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 特 別 の 定 め の あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 石 川 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の

保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 条 例 第 九 号 。 以 下 「 電 子 保 存 条 例 」 と い

う 。 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

（ 適 用 範 囲 ）  

第 三 条 　 こ の 規 則 は 、 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 保 存 等 に つ い て 適 用 す る 。  

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 保 存 ）  

第 四 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 電 子 保 存 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 書 面 の 保 存 に 代 え て 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記

録 の 保 存 を 行 う 場 合 は 、 次 に 揚 げ る 方 法 の い ず れ か に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

　 一 　 作 成 さ れ た 電 磁 的 記 録 を 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 又 は 磁 気 デ ィ ス ク 、 シ

ー ・ デ ィ ー ・ ロ ム そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 （ 以 下

「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 と い う 。 ） を も っ て 調 整 す る フ ァ イ ル に よ り 保 存 す る 方 法  

　 二 　 書 面 に 記 載 さ れ て い る 事 項 を ス キ ャ ナ （ こ れ に 準 ず る 画 像 読 取 装 置 を 含 む 。 ） に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁

的 記 録 を 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 又 は 磁 気 デ ィ ス ク 等 を も っ て 調 製 す る フ

ァ イ ル に よ り 保 存 す る 方 法  

２ 　 民 間 事 業 者 等 が 、 前 項 の 規 定 に よ る 電 磁 的 記 録 の 保 存 を 行 う 場 合 は 、 必 要 に 応 じ 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 事 項

を 出 力 す る こ と に よ り 、 直 ち に 明 瞭 か つ 整 然 と し た 形 式 で 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 に 表 示 及 び 書 面 を

作 成 す る こ と が で き な け れ ば な ら な い 。  

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 作 成 ）  

第 五 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 電 子 保 存 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 書 面 の 作 成 に 代 え て 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記

、



石川県教育委員会告示第６号

教育委員会の所管する保存等に係る石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関

する条例施行規則（平成18年石川県教育委員会規則第５号）第３条の規定により、電磁的記録を使用して行うこと

ができる保存を次のように定め、平成18年４月１日から施行する。

平成18年３月31日

石　川　県　教　育　委　員　会

保存
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録 の 作 成 を 行 う 場 合 は 、 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る 方 法 又 は 磁 気 デ

ィ ス ク 等 を も っ て 調 製 す る 方 法 に よ り 作 成 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 ）  

第 六 条 　 電 子 保 存 条 例 第 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の は 、 電

子 署 名 （ 電 子 署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 百 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 電 子 署 名 を い う 。 ） と

す る 。  

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 縦 覧 等 ）  

第 七 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 電 子 保 存 条 例 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 書 面 の 縦 覧 等 に 代 え て 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的

記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 の 縦 覧 等 を 行 う 場 合 は 、 当 該 事 項 を 民 間 事 業 者 等 の 事 務 所 に 備 え 置 く 電 子 計 算 機 の 映

像 面 に お け る 表 示 又 は 当 該 事 項 を 記 載 し た 書 類 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 交 付 等 ）  

第 八 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 電 子 保 存 条 例 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 書 面 の 交 付 等 に 代 え て 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的

記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 の 交 付 等 を 行 う 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

　 一 　 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち イ 又 は ロ に 掲 げ る も の  

　 　 イ 　 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 交 付 等 の 相 手 方 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 接 続 す る 電 気 通 信 回

線 を 通 じ て 送 信 し 、 受 信 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る 方 法  

　 　 ロ 　 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を 電 気 通

信 回 線 を 通 じ て 交 付 等 の 相 手 方 の 閲 覧 に 供 し 、 当 該 相 手 方 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に

当 該 事 項 を 記 録 す る 方 法 （ 電 子 保 存 条 例 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に よ る 交 付 等 を 受 け る 旨 の 承 諾 又 は 受

け な い 旨 の 申 出 を す る 場 合 に あ っ て は 、 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に そ の

旨 を 記 録 す る 方 法 ）  

　 二 　 磁 気 デ ィ ス ク 等 を も っ て 調 製 す る フ ァ イ ル に 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た も の を 交 付 す る 方 法  

２ 　 前 項 に 掲 げ る 方 法 は 、 交 付 等 の 相 手 方 が フ ァ イ ル へ の 記 録 を 出 力 す る こ と に よ る 書 面 を 作 成 す る こ と が で き る

も の で な け れ ば な ら な い 。  

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 交 付 等 の 承 諾 ）  

第 九 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 電 子 保 存 条 例 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 示 す べ き 方 法 の 種 類 及 び 内 容 は 、 次 の と お り と

す る 。  

　 一 　 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 の う ち 民 間 事 業 者 等 が 使 用 す る も の  

　 二 　 フ ァ イ ル へ の 記 録 の 方 式  

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 規 則 は 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

条 例 等 規　　　　　　　定 

石川県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則 

石川県教育委員会の所管する公益信託の引受けの許可及び及び監督に関 

する規則 

第13条第１項第１号から第５号

第14条第１項第１号から第５号 
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公　安　委　員　会
　 石 川 県 公 安 委 員 会 の 所 管 す る 保 存 等 に 係 る 石 川 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利

用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

　 　 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 日  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 石 川 県 公 安 委 員 会  

石 川 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号  

　 　 　 石 川 県 公 安 委 員 会 の 所 管 す る 保 存 等 に 係 る 石 川 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術

の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 一 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 石 川 県 公 安 委 員 会 の 所 管 す る 条 例 等 に 係 る 保 存 等 を 電 磁 的 記 録 を 使 用 し て 行 う 場 合 に つ

い て は 、 他 の 条 例 等 に 特 別 の 定 め の あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条 　 こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 特 別 の 定 め の あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 石 川 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の

保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 条 例 第 九 号 。 以 下 「 電 子 保 存 条 例 」 と い

う 。 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

（ 適 用 範 囲 ）  

第 三 条 　 こ の 規 則 は 、 石 川 県 公 安 委 員 会 が 別 に 定 め る 保 存 等 に つ い て 適 用 す る 。  

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 保 存 ）  

第 四 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 電 子 保 存 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 書 面 の 保 存 に 代 え て 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記

録 の 保 存 を 行 う 場 合 は 、 次 に 揚 げ る 方 法 の い ず れ か に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

　 一 　 作 成 さ れ た 電 磁 的 記 録 を 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 又 は 磁 気 デ ィ ス ク 、 シ

ー ・ デ ィ ー ・ ロ ム そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 （ 以 下

「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 と い う 。 ） を も っ て 調 整 す る フ ァ イ ル に よ り 保 存 す る 方 法  

　 二 　 書 面 に 記 載 さ れ て い る 事 項 を ス キ ャ ナ （ こ れ に 準 ず る 画 像 読 取 装 置 を 含 む 。 ） に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁

的 記 録 を 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 又 は 磁 気 デ ィ ス ク 等 を も っ て 調 製 す る フ

ァ イ ル に よ り 保 存 す る 方 法  

２ 　 民 間 事 業 者 等 が 、 前 項 の 規 定 に よ る 電 磁 的 記 録 の 保 存 を 行 う 場 合 は 、 必 要 に 応 じ 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ た 事 項

を 出 力 す る こ と に よ り 、 直 ち に 明 瞭 か つ 整 然 と し た 形 式 で 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 に 表 示 及 び 書 面 を

作 成 す る こ と が で き な け れ ば な ら な い 。  

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 作 成 ）  

第 五 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 電 子 保 存 条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 書 面 の 作 成 に 代 え て 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記

録 の 作 成 を 行 う 場 合 は 、 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る 方 法 又 は 磁 気 デ

ィ ス ク 等 を も っ て 調 製 す る 方 法 に よ り 作 成 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 ）  

第 六 条 　 電 子 保 存 条 例 第 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 氏 名 又 は 名 称 を 明 ら か に す る 措 置 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の は 、 電

子 署 名 （ 電 子 署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 百 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 電 子 署 名 を い う 。 ） と

す る 。  

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 縦 覧 等 ）  

第 七 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 電 子 保 存 条 例 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 書 面 の 縦 覧 等 に 代 え て 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的

記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 の 縦 覧 等 を 行 う 場 合 は 、 当 該 事 項 を 民 間 事 業 者 等 の 事 務 所 に 備 え 置 く 電 子 計 算 機 の 映

像 面 に お け る 表 示 又 は 当 該 事 項 を 記 載 し た 書 類 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 交 付 等 ）  

第 八 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 電 子 保 存 条 例 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 書 面 の 交 付 等 に 代 え て 当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的

記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 の 交 付 等 を 行 う 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

　 一 　 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち イ 又 は ロ に 掲 げ る も の  

　 　 イ 　 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 交 付 等 の 相 手 方 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 接 続 す る 電 気 通 信 回

、



石川県公安委員会告示第38号

石川県公安委員会の所管する保存等に係る石川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

用に関する条例施行規則（平成18年石川県公安委員会規則第　　号）第３条の規定により、電磁的記録を使用して

行うことができる保存を次のように定め、平成18年４月１日から施行する。

平成18年３月31日

石　川　県　公　安　委　員　会

保存　

石　川　県　公　報平成 18年３月 31日（金曜日） 号　　　　　外4

線 を 通 じ て 送 信 し 、 受 信 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る 方 法  

　 　 ロ 　 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を 電 気 通

信 回 線 を 通 じ て 交 付 等 の 相 手 方 の 閲 覧 に 供 し 、 当 該 相 手 方 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に

当 該 事 項 を 記 録 す る 方 法 （ 電 子 保 存 条 例 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 に よ る 交 付 等 を 受 け る 旨 の 承 諾 又 は 受

け な い 旨 の 申 出 を す る 場 合 に あ っ て は 、 民 間 事 業 者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に そ の

旨 を 記 録 す る 方 法 ）  

　 二 　 磁 気 デ ィ ス ク 等 を も っ て 調 製 す る フ ァ イ ル に 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た も の を 交 付 す る 方 法  

２ 　 前 項 に 掲 げ る 方 法 は 、 交 付 等 の 相 手 方 が フ ァ イ ル へ の 記 録 を 出 力 す る こ と に よ る 書 面 を 作 成 す る こ と が で き る

も の で な け れ ば な ら な い 。  

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 交 付 等 の 承 諾 ）  

第 九 条 　 民 間 事 業 者 等 が 、 電 子 保 存 条 例 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 示 す べ き 方 法 の 種 類 及 び 内 容 は 、 次 の と お り と

す る 。  

　 一 　 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 方 法 の う ち 民 間 事 業 者 等 が 使 用 す る も の  

　 二 　 フ ァ イ ル へ の 記 録 の 方 式  

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 規 則 は 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（１箇月2,350円送料とも） 発行人　郵便番号　920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　　　川　　　県

印刷所　郵便番号　920－3134 石川県金沢市金市町ホ34番地１　　2プランニング・エージ

条 例 等 規　　　　　　　定 

石川県公安委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則 

（昭和59年石川県公安委員会規則第５号） 

 
第９条第１項 


